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特

定

社

債

保
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（

執

筆

）

飯

島

 

賢
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少

人

数

私

募

債

の

よ

う

に

、

無

担

保

で

発

行

さ

れ

る

社

債

の

最

大

の

リ

ス

ク

と

し

て

、

債

務

不

履

行

（

こ

れ

を

「

デ

フ

ォ

ル

ト

」

と

い

う

）

に

な

っ

た

場

合

の

こ

と

が

あ

る

。

少

人

数

私

募

債

は

、

金

利

面

か

ら

言

え

ば

投

資

対

象

と

し

て

魅

力

を

感

じ

る

が

、

投

資

家

は

何

の

保

証

も

な

く

、

従

っ

て

、

出

資

を

躊

躇

す

る

こ

と

も

少

な

く

な

か

っ

た

。 

 

そ

の

点

を

カ

ヴ

ァ

ー

す

る

た

め

、
二

〇

〇

〇

年

四

月

に

、

｢

特

定

社

債

保

障

制

度

｣

が

新

設

さ

れ

た

、

ご

存

知

だ

ろ

う

か

？ 

 

こ

れ

は

、

信

用

保

証

協

会

が

、

従

来

の

金

融

機

関

か

ら

の

融

資

保

証

に

加

え

、

中

小

企

業

が

発

行

す

る

少

人

数

私

募

債

に

つ

い

て

も

、

一

定

の

条

件(

所

定

の

適

債

基

準)

を

満

た

せ

ば

、

保

証

対

象

と

す

る

制

度

で

あ

る

。 

 

こ

れ

を

活

用

で

き

れ

ば

、

銀

行

に

頭

下

げ

、

嫌

味

を

言

わ

れ

な

が

ら

借

金

を

し

な

く

て

も

、

堂

々

と

直

接

資

金

調

達

が

出

来

る

。

し

か

も

対

外

的

な

企

業

イ

メ

ー

ジ

の

向

上

も

期

待

で

き

る

こ

と

に

な

る

は

ず

で

あ

る

。 

 

当

然

、

イ

メ

ー

ジ

ア

ッ

プ

に

つ

な

が

る

と

は

、

そ

れ

な

り

の

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

を

ク

リ

ア

し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
そ

れ

が

、
前

述

し

た
｢

適

債

基

準

｣

で

あ

る

。
詳

細

を

述

べ

る

余

裕

は

な

い

が

、

純

資

産

額

、

自

己

資

本

比

率

、

純

資

産

倍

率

、

使

用

総

資

本

事

業

利

益

率

、

イ

ン

タ

レ

ス

ト

・

ガ

ヴ

ァ

レ

ッ

ジ

・

レ

シ

オ

の

形

式

基

準

で

あ

る

。 

 

貴

社

が

株

式

会

社

で

あ

る

な

ら

ば

、

是

非

、

こ

の

特

定

社

債

保

証

付

き

の

少

人

数

私

募

債

の

発

行

、

検

討

す

る

に

損

は

な

い

。 


